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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 下水道事業受益者負担金システム

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 下水道事業受益者負担金賦課徴収事務を行うため

記録項目

１土地所有者氏名、２住所、３土地の所在、４地積、５登記地

目、６現況地目、７受益者負担金額、８納付額、９納付日、10

猶予又は減免内訳、11 銀行口座、12 電話番号、13 納付協議記

録

記録範囲 下水道使用者である土地所有者、権利者

記録情報の収集方法 本人又は代理人、税務課資産税係、法務局

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

申告及び決定情報について、申請書等通知をまとめたマニュア

ル処理ファイル有

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 公共下水道未接続家屋台帳

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道への接続推奨事務を行うため

記録項目

１土地及び家屋所有者氏名、２住所、３受益者負担金納付状況、

４現在の排水環境（浄化槽又は汲み取り）、５居住実態、６訪

問又は書面調査で確認した公共下水道への接続意思

記録範囲 未接続家屋の居住者、権利者

記録情報の収集方法 本人又は代理人、不動産業者

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

訪問または書面調査結果の書面をまとめて保管。Excel 化した

電算処理ファイルは内部資料として使用。

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 排水設備等計画申請台帳

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道への接続工事を申請し、工事完了した家屋の情報

記録項目

１申請者氏名、２住所、３電話番号、４工事家屋の規模、５土

地及び家屋並びに排水設備の権利者（申請者と異なる場合）、

６指定工事店の責任者氏名、７工事家屋の位置図、８配管図、

９縦断図、１０配管立図（３階以上の家屋の場合）

記録範囲 工事申請者、権利者、排水設備指定工事店

記録情報の収集方法 本人又は代理人、不動産業者、排水設備指定工事店

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

申請書類及び完了書類、各種図面をまとめたマニュアル処理フ

ァイルとして保管

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 上下水道料金システム

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道の使用者の情報を確認する。

記録項目

１届出者氏名、２住所、３電話番号、４使用場所、５使用者氏

名、６使用水区分、７使用開始および廃止年月日、８使用人員、

９使用料納入方法、10 納入書（領収書）等送付先、11 納入方

法、12口座情報（口座振替対象者のみ）、13各期の使用水量、

14各期の使用料額、15使用料滞納時の対応状況

記録範囲 届出者、使用者

記録情報の収集方法 本人又は代理人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 下水道使用料収納業務委託業者

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

上水道料金算定のための計量器とメーター数値を共有するた

め、三芳水道企業団が管理しているシステムにて下水道使用料

を算定。賦課簿等マニュアル処理ファイルを出力している。

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 公共下水道使用開始届

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道の使用者の情報を確認する。

記録項目

１届出者氏名、２住所、３電話番号、４使用場所、５使用者氏

名、６使用水区分、７使用開始年月日、８使用人員、９使用料

納入方法、10納入書（領収書）等送付先

記録範囲 届出者、使用者

記録情報の収集方法 本人又は代理人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 下水道使用料収納業務委託業者

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

下水道使用料収納業務委託業者が、届出書データを収納管理シ

ステムに別途入力・管理している。

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 公共下水道使用廃止届

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道の使用を廃止する者の情報を確認する。

記録項目

１届出者氏名、２住所、３電話番号、４使用場所、５使用者氏

名、６使用水区分、７使用廃止年月日、８使用人員、９使用料

納入方法、10納入書（領収書）等送付先、11転出先住所

記録範囲 届出者、使用者

記録情報の収集方法 本人又は代理人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 下水道使用料収納業務委託業者

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

下水道使用料収納業務委託業者が、届出書データを収納管理シ

ステムに別途入力・管理している。

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日



7

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課管理係

個人情報ファイルの名称 公共下水道使用変更届

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共下水道の使用者の情報変更を確認する。

記録項目

１届出者氏名、２住所、３電話番号、４使用場所、５新旧使用

者氏名、６使用水区分、７使用廃止年月日、８使用人員、９使

用料納入方法、10納入書（領収書）等送付先

記録範囲 届出者、使用者

記録情報の収集方法 本人又は代理人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 下水道使用料収納業務委託業者

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

下水道使用料収納業務委託業者が、届出書データを収納管理シ

ステムに別途入力・管理している。

作成日（最終修正日）：令和５年１月１１日



1

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課施設整備係

個人情報ファイルの名称 浄化槽意見書

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽を設置する場所の状況確認を行うため

記録項目

１浄化槽設置者氏名、２住所、３設置場所

記録範囲 浄化槽設置者

記録情報の収集方法 本人又は代理人、浄化槽設置工事業者、

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課施設整備係

個人情報ファイルの名称 補助金交付申請書

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 国・県の補助事業事務を行うため

記録項目

１申請者氏名、２住所、３設置場所、４電話番号

記録範囲 補助金交付申請者

記録情報の収集方法 本人又は代理人、浄化槽設置工事業者

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日



3

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課施設整備係

個人情報ファイルの名称 浄化槽補助金交付申請等一覧

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 国・県の補助事業事務を行うため

記録項目

１申請者氏名、２住所、３設置場所、４電話番号

記録範囲 補助金交付申請者

記録情報の収集方法 本人又は代理人、浄化槽設置工事業者

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日



4

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】下水道課施設整備係

個人情報ファイルの名称 公共汚水桝設置承諾書

行政機関等の名称 館山市長

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
市民生活部下水道課

個人情報ファイルの利用目的 公共汚水桝を民地等に設置するため

記録項目

１建物所有者氏名、２住所、３電話番号、４土地所有者氏名、

５住所、６電話番号

記録範囲 建物所有者、土地所有者

記録情報の収集方法 本人又は代理人

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名 称）館山市総務企画部総務課

（所在地）〒294-8601 館山市北条1145-1

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

備考

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日


